
新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の開催について 

令和４年４月 28日 

内閣官房長官決裁 

１．趣旨 

新型コロナウイルス感染症への政府の対応に関する以下の点について意見

を求めるため、「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議」（以下「会

議」という。）を開催する。 

① 新型コロナウイルス感染症発生以降これまでの、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく対応や、保健・医療の提供体制の構築の対応等の

整理及び評価に関する事項 

② 上記の対応に係る中長期的観点からの課題の整理に関する事項

２．構成 

（１）会議は、新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣の下に開催する。

（２）会議の構成は、別紙のとおりとする。

（３）会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

３．その他 

（１）会議の庶務は、厚生労働省の協力を得て、内閣官房において処理する。

（２）前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

座長が定める。 

要望項目１（国／県）新興感染症拡大時に関し、現行制度の課題検証と新たな危機体制整備について
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（別紙） 

新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議  構成員 

（五十音順、敬称略） 

秋池 玲子 ボストン・コンサルティング・グループ マネージング・

ディレクター＆シニア・パートナー 

草場 鉄周 日本プライマリ・ケア連合学会理事長 

宍戸 常寿 東京大学教授 

菅原 晶子 公益社団法人経済同友会常務理事 

田中 雄二郎 東京医科歯科大学学長 

永井 良三 自治医科大学学長 

古市 憲寿 社会学者 

若林 辰雄   三菱 UFJ信託銀行株式会社特別顧問 

（座長） 

要望項目１（国／県）　新興感染症拡大時に関し、現行制度の課題検証と新たな危機体制整備について
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要望項目２（国／県）　コロナ感染症下及びポストコロナにおいて
医療提供体制を確保するための支援について
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日本病院会雑誌

　控除対象外消費税の問題は，我々，病院人にとっ
て，この約30年，喉に刺さった骨のごとき最重要課
題である。
　この問題を何とかしたいとの思いから，私が会長
を務める，公益社団法人神奈川県病院協会は，平成
28年 6月に，「消費税に関するアンケート」調査を
実施した。
　64病院からの回答をもとに控除対象外消費税の分
析をしたところ，税率 5％のときは，9,731万円だっ
た負担が， 8 ％のときは 1億5,270万円となり，特
に大規模な設備投資をするときの負担は大きなもの
となっていることが明確になった。
　控除対象外消費税の問題は，明らかに不合理に病
院の経営を圧迫し，看過することができないレベル
になっていると言わざるを得ない。
　さて， 6月15日，「骨太の方針2018」が決定し，
10％への消費増税を2019年10月に実施することが
明記された。
　既に， 3月には中医協の消費税負担に関する分科
会においても， 2年ぶりに議論が再開している。
　いよいよ，1989年 4月に導入されて以来，30年の
歴史の中で，我が国でも税率二桁の大台に乗る時代
が来る。一方，OECD諸国の中では，平均20％を上回
る税率となっており，我が国の税率は破格の低さで
ある。社会保障と税の一体改革の考え方と，今後の
超高齢化の進行を踏まえると，早晩，再増税が避け
られないと思われる。だからこそ，この機会に，今
後避けてはならない重要な課題を改めて提起したい。

　これまで財務省と厚生労働省は，「診療報酬は非
課税」という，一見，国民に聞こえのよい言い方を
してきた。その一方で，医療機関に発生する「損税」
については，社会保険診療報酬において，「消費税
相当分は全体として補填されている」と説明してき
た。しかし，その「補填」というのは，「全体として」
という言葉で飾られているように，積算根拠が極め
て不透明である。特に診療報酬本体への上乗せが，
なぜそういう数字なのか，説明を聞いても分からな
い。また，規模もおそらく不十分であり，雲散霧消
して，後には何も残らないところを見ると，損税分
が正しく上乗せ補填されているとはとても思えない。
　正しく「上乗せ」されているというなら，課税扱
いにして，診療報酬から「正しく」「引きはがし」て，
外税でもらえば済むはずだ。
　これまで，この問題をどう解決するかについては，

医療サイドでも意見が異なっていると言われてき
た。「正しく」消費税の計算をすることが，所得税
の概算経費率の特例や簡易課税の見直しなど，特に
中小医療機関に大きな影響につながる可能性を想像
させることで，医療界の意見が一つにはまとまらな
いようにしてきたのはいったい誰なのか。
　意見がまとまらないのを良いことに，これまで，
この問題を先送りし続けてきた国は，不誠実といわ
ざるをえない。

　そこで提案だが，今後の議論にあたって，まずは
租税の基本原則に立ち戻るべきではないだろうか。
　すなわち，
1 �　公平　誰かを利したり，不合理な不公平になる
ことのない，納得できるものであることが必要で
ある。
2 �　中立　特に，大規模な設備投資や業務委託を躊
躇せざるを得ないような税制は，明らかに中立と
はいえない。
3 �　簡素　普通の人に理解できる，また，将来，税
制や税率が変化した際にも基本的に通用する制
度，仕組みであること，国民にとっても医療提供
側にとっても，保険者にも客観的に見てわかるこ
とが重要である。

　また，さらに私見を言わしていただければ，こう
した原則の上に議論をまとめるためには，もはや，
不透明な，診療報酬への上乗せでお茶を濁すべきで
はない。税の技術的な課題として，税制度の中で解
決するべきである。そして，その方法の第一は，「課
税」とすることである。
　特に今回の増税にあたっては10％の税率を適用し
ない軽減税率を政策的に設けることが想定されてい
る。
　もし社会政策的に社会保険診療報酬を優遇する必
要があるというなら，診療報酬を軽減税率の最たる
ものである　「ゼロ課税」として扱うべきである。
保険者側の負担を増やすことなく，控除対象外消費
税の解消を図るためにはこの方法が最善である。

　議論はこれからが正念場である。2019年10月の改
正に合わせて，永年の懸案を解消すべく，国に対し
て抜本的な解決を行うよう，今こそ病院関係者は，
意見の統一とともに，関係方面への主張，働きかけ
を進めるべきであろう。

消費税の課題

頭巻 言

新江　良一
あ ら  え 　 　  りょう い ち
●一般社団法人日本病院会 常任理事
●金沢文庫病院 院長

巻
頭
言

消
費
税
の
課
題

《2018年8月号》 3（893） 

要望項目３（国）　病院の消費税問題の解決について
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令和4年度税制改正要望の重点事項について（令和3年8月20日）四病院団体協議会
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基金規模 基金規模

01 北海道 25.5億円 25 滋賀県 9.5億円

02 青森県 11.3億円 26 京都府 18.0億円

03 岩手県 10.4億円 27 大阪府 47.9億円

04 宮城県 17.3億円 28 兵庫県 49.5億円

05 秋田県 10.6億円 29 奈良県 4.2億円

06 山形県 6.6億円 30 和歌山県 4.2億円

07 福島県 12.6億円 31 鳥取県 5.4億円

08 茨城県 25.7億円 32 島根県 11.7億円

09 栃木県 8.5億円 33 岡山県 10.2億円

10 群馬県 12.8億円 34 広島県 17.9億円

11 埼玉県 18.4億円 35 山口県 14.0億円

12 千葉県 25.0億円 36 徳島県 10.9億円

13 東京都 71.5億円 37 香川県 9.8億円

14 神奈川県 17.4億円 38 愛媛県 11.3億円

15 新潟県 22.4億円 39 高知県 13.0億円

16 富山県 4.6億円 40 福岡県 26.3億円

17 石川県 3.9億円 41 佐賀県 13.6億円

18 福井県 11.4億円 42 長崎県 11.4億円

19 山梨県 9.9億円 43 熊本県 19.8億円

20 長野県 15.8億円 44 大分県 10.6億円

21 岐阜県 6.4億円 45 宮崎県 7.2億円

22 静岡県 16.6億円 46 鹿児島県 10.2億円

23 愛知県 22.8億円 47 沖縄県 12.4億円

24 三重県 11.9億円 748.3億円

 ※事業区分Ⅰ－２「地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業」を除く

※国庫負担分は基金規模の２／３

令和３年度地域医療介護総合確保基金（医療分）内示額一覧

合計

別 添要望項目４（国／県）　地域医療介護総合確保基金の抜本的な見直し
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病院に勤務する看護補助者の処遇改善に係る診療報酬上の評価を新

たに求める意見書

高齢化の進展により、 2025年には横浜市の高齢者人口が1 0 0万人を超えると推

計されており、 医療 · 介護の需要は急速に増加している。 これらの需要に対応す

るためには、 地域医療や介護サ ー ビスの提供を支える医療 ・ 介護人材の確保が不

可欠である。

しかし、 事業者における医療 ・ 介護人材の確保は困難な状態が続いており、 特

に介護人材は、 賃金が低いことやキャリア形成を十分に行う労働環境が整備され

ていないことなどから、 確保するのが難しい状況にある。

厚生労働省は、 こうした課題への対応として、 平成2 1年度から平成2 3年度

までは介護職員処遇改善交付金により、 平成2 4年度からは当該交付金を介護報

酬に移行して創設した介護職員処遇改善加算の制度により、 介護職員の賃金改善

を図ってきた。 また、 平成2 7年度及び平成29年度の改定では、 介護職員の資

質向上や雇用管理の改善、 昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構

築について、 それぞれ事業者による取り組みが促進されるよう拡充してきた。

一方、病院に勤務する看護補助者は看護師長及び看護職員の指導のもと、食事、

清潔、 排せつ、 入浴、 移動等の療養生活上の世話など、 介護事業所に勤務する介

護職員と同様の業務も行っているが、 看護補助者には、 こうした処遇改善を目的

とした診療報酬上の加算がない。

また、 看護職員の負担軽減のため設けられた急性期看護補助体制加算や看護補

助加算は看護補助者の処遇改善を目的としたものではないため、 病院において、

看護補助者の勤務環境を整備することが困難な状況にある。

よって、 政府におかれては、 病院における円滑な看護補助者確保のため、 介護

報酬制度上の介護職員処遇改善加算に準じる看護補助者の処遇改善に係る診療報

酬上の加算制度を創設するよう強く要望する。

ここに横浜市会は、 全会 一 致をもって、 地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。

平成29年9月22日

内閣総理大臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

厚生労働大臣

宛て

-17-

横浜市会議長

松 本 研

要望項目５（国／県）　病院に勤務する看護補助者の処遇改善にかかる診療報酬上の加算制度の創設
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2021年 11月 15日 

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿 

四 病 院 団 体 協 議 会

一般社団法人日本病院会 

会 長 相 澤 孝 夫 

公益社団法人全日本病院協会  

会 長 猪 口 雄 二 

一般社団法人日本医療法人協会  

会 長 加 納 繁 照 

公益社団法人日本精神科病院協会 

会 長 山 崎 學 

病院に勤務する看護補助者（介護職）の処遇改善について（要望） 

 11月 8日に取りまとめられた「新しい資本主義の実現会議」の緊急提言におい

て、分配戦略の一つとして、公的部門における分配機能の強化が掲げられ、新型

コロナウイルス感染症対応の最前線にいる、看護、介護、保育などの現場で働い

ている方々の収入を増やすために、全世代型社会保障構築会議の下に公的価格評

価検討委員会を設置し、公的価格の抜本的見直しを行うとされています。 

 病院においては、看護職からの指示の下、食事、清拭、排せつ、入浴、移動等

の療養生活上の世話などについて、看護補助者（介護職）がその役割の多くを担

っております。これらは、介護保険施設において介護職員が行う業務と変わりの

ない業務でありながら、現状では、介護職への処遇改善は介護報酬により行われ

ており、病院で働いている看護補助者（介護職）に対する処遇改善に係る仕組み

はありません。 

病院が地域医療を提供していく上で、看護補助者（介護職）は必要不可欠な職

種です。しかしながら、現状では多くの病院が、看護補助者（介護職）の確保に

大変苦慮しております。医療現場の看護補助者（介護職）の給与が上がる仕組み

を構築していくためにも、介護保険施設の介護職と同様の交付金、もしくは診療

報酬により看護補助者の処遇を改善する対応が不可欠です。 

 つきましては、公的価格の抜本的見直しにおいて、病院に勤務する看護補助者

（介護職）の処遇改善についても対応されることを強く要望いたします。 
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○ 病院で働く看護補助者の総数、100床あたりの看護補助者数ともに近年、微減傾向にある。

■看護業務補助者数の推移（常勤換算）

看護補助者数の推移
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（参考）：看護師数の推移（常勤換算）
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■ 100床あたりの看護業務補助者数の推移（常勤換算）
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（ 参考）：100床あたりの看護師数の推移（常勤換算）
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【出典】病院報告（平成28年まで）、医療施設静態調査（平成29年から） ※平成29年から従事者数を把握する調査が変わったため、平成29年は従事者数不詳の病院が存在し、単純に年次比較することはできない。
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３ 看護職員等処遇改善事業について 

Ｑ３ 申請にあたっての障害・課題（自由記載） 
〇多職種との不均衡について （同旨７件） 

・コロナウイルス対応は看護職員だけではないので不均衡である。

・他職員との均衡が保てない。

・他職員との均衡が課題。

・不公平感がありバランスが取れない。

・他職員との均衡、経営状況が悪化した場合の賃金の下方改定が柔軟に認めら

れるかどうか、診療報酬で還元されなくなる可能性等が不透明。

・急性期病院についても、職種を広げた場合にどこまで対象にするかなど、手探

りの状態。10 月以降の診療報酬についてもどのようになるかが不透明。

・他職種との公平性が気になるところであり、最低限の義務付けられる内容に留

めざるを得ないと考えている。

〇診療報酬による対応が不明 （同旨３件） 

・１０月以降の対象が不明確。

・令和 4 年度診療報酬改定の内容詳細が不明である。

・急性期病院についても、職種を広げた場合にどこまで対象にするかなど、手探

りの状態。10 月以降の診療報酬についてもどのようになるかが不透明。（再掲）

〇施設間での不均衡について （同旨２件） 

・神奈川モデル認定医療機関として、中等症患者の受入れを行っているが、救急

医療管理加算は算定しておらず、非該当となり不公平感は否めない。

・急性期病院のみの対応となっており、当法人の場合は、隣接して回復期の病院

があるため、そちらとの均衡が保てない。

〇業務への負担 （同旨２件） 

・規程/協定の変更や組合との調整期間が短く難しい。

・担当部署が申請・支給するにあたり年間で最も忙しい時期(年度末・初め)にか

かるので負担が大きい。

〇その他 （２件） 

・２月給与より手当支給を開始しているが、看護部と事前に本件についての事前

準備をしたこともあり支給についての問題は今のところ発生していない。ただし、

１件、歯科衛生士より、口腔内の粘膜曝露の危険を伴う業務のため、支給の可

否について問い合わせがあった。本件については、執行部の意思決定会議でも

支給対象職種について、看護職、看護補助職への支給を対象とする旨が承認さ

れていることを説明した。

・当院では看護職（保健師、看護師、准看護師）以外に、介護福祉士、ヘルパー

も処遇改善の対象者に加え２月から支給した。

Ｑ４ 事業に対する意見（自由記載） 
・国の補助金ではあるが、神奈川県として更に一歩進んだ要件の緩和や見直し

を検討いただきたい。

（参考）調査実施期間：２０２２年２月８日～３月１０日（１６日に延長） 

神奈川県病院協会 調査報告書 2021年度版（抜粋） 要望項目６（国／県）

16

K-HA
ハイライト表示



処遇改善についての課題及び論点

○ 看護の処遇改善について、診療報酬において対応するに当たり、技術的検討を進めていく必要があることから、
入院・外来医療等の調査・評価分科会において必要な調査・分析を行い、検討を進めることとしてはどうか。

（処遇改善）
〇 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）に基づき、令和３年度補正予算において、
賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関（※１）の看
護職員の収入を１％程度（月額平均4,000円相当）引き上げるための措置（看護職員等処遇改善補助金）が講じられ
ている。
（※１）救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台／年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関

〇 また、昨年末の大臣折衝事項では、看護の処遇改善のための特例的な対応として、改定率+0.20%としたうえで、
・ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」及び「公的価格評価検討委員会中間整理」（令和３年12月21日）を踏
まえ、令和４年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関（※２）に勤務する看護
職員を対象に、10月以降収入を３％程度（月額平均12,000円相当）引き上げるための処遇改善の仕組み（※３）を創
設する

・ これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃金に反
映されるよう、適切な担保措置を講じることとする
（※２）救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台／年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関

（※３）看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

こととされている。

【論点】

2

中 医 協 総 － ９
４ ． ３ ． ２ ３
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事業報告書等の届出事務・閲覧事務のデジタル化

（１）事業報告書等の届出事務のデジタル化

令和３年４月～翌年３月末を会計年度とする医療法人の事業報告書等（令和４年６月末が届出期限）以
降の事業報告書等について、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）への電子媒体のアップロードに
よる届出を可能にするため、必要な省令改正等を行う。

当面、従来どおり紙媒体による届出も可能としつつ、届け出られた紙媒体は国が委託した事業者が都道
府県から紙媒体を入手して電子化を行い、都道府県に電子データを提供する。これらにより全国の医療法
人の事業報告書等の情報を全て電子化された状態で国に蓄積し、全国規模のデータベースを構築・活用。

（２）事業報告書等の閲覧事務のデジタル化

（１）で電子化した事業報告書等のデータを都道府県のホームページ等において閲覧を可能とする。

1 0 月 ～
1 2 月

1 月～
3 月

R ４年度
4 月～ 6 月 ７月～ 1 2 月 1 月～ 3 月

令和５年度～

システム改修

省令改正

事業報告書等
アップロード
による届出

都道府県等HP
での閲覧

データベース ・令和４年度以降にアップロードにより届け出られたデータおよび紙媒体で届け出られたものを電子化した
データをデータベースとして蓄積・活用

G-MIS改修

医療法施行規則改正

事業報告書等のアップロードによる届出

従来通り、紙媒体で届け出た事業報告書等の電子化（入力等）

都道府県HP等での閲覧

3

以上のデジタル化とデータベースの構築により、医療法人及び都道府県等に係る事務負担の軽減を図ると
ともに、国や都道府県において経営実態を把握し、より適切な支援や指導等への活用を可能とする。

※ 地域医療連携推進法人についても同様の対応を行う。

要望項目７（国／県）

18

K-HA
ハイライト表示



- 1 -

医政発 0331 第 35 号 

令和４年３月 31 日 

都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿 

特別区長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について（通知） 

医療法（昭和 23 年法律第 205号。以下「法」という。）第 52条第１項（第 70条の 14の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により医療法人及び地域医療連携推進法人は、

毎会計年度終了後三月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされて

おり、また、法第 52 条第２項（法第 70条の 14の規定により読み替えて準用する場合を含む。）

により都道府県知事は、当該事業報告書等について請求があった場合には、閲覧に供さなければ

ならないこととされています。 

これについて、令和４年３月 31日に医療法施行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働

省令第 58号。以下「改正省令」という。）が公布され、これまで紙媒体によって届け出られ、紙

媒体により閲覧が行われている事業報告書等について、令和４年４月１日より、アップロードに

よる届出を可能とし、令和５年４月１日より、インターネットの利用等により閲覧に供すること

となりました。 

改正省令による医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号。以下「規則」という。）の改正

の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、管内市町村（特別区

を含む。）をはじめ、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。併せて、今般の改正に伴

う運用にあたり、遺漏のないよう対応方よろしくお願いいたします。 

記 

第１ 改正省令の概要について 

１ 医療法人による事業報告書等（※）の届出について、規則第 33条の２の 12において、当

該届出の方法に関する規定を新設し、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体を活

用して医療法人若しくは地域医療連携推進法人が事業報告書等を内容とする情報を記録し、

都道府県知事と同一の情報を閲覧することができる状態に置く電子的な届出方法又は書面の

提出により当該届出を行なわなければならないこととする。 
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- 2 -

２ 都道府県知事による閲覧事務について、規則第 33条の２の 12第５項において、当該閲覧

の方法について改正し、インターネットの利用その他適切な方法により行うこととする。 

（※）法第 51条第１項の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶

者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係

がある者をいう。) との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類、法第 52条第

１項第２号に掲げる監事の監査報告書及び同項第３号の公認会計士等の監査報告書をいう。 

第２ 改正の内容 

１ 医療法人による事業報告書等の届出について 

① 法第 52条第１項（法第 70条の 14の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定による事業報告書等の都道府県知事への届出方法は、以下のいずれかの方法とすること。 

ア 医療法人及び地域医療連携推進法人が事業報告書等を医療機関等情報支援システム

（Ｇ－ＭＩＳ）に記録して電子的に届け出る方法 

イ 医療法人及び地域医療連携推進法人が事業報告書等を郵送等により届け出る方法

② ①アの電子的に届け出る方法にかかる具体的な操作手順は別紙マニュアル（医療法人

用・自治体用）を参照すること 

２ 都道府県知事による閲覧事務について 

① 法第 52条第２項（法第 70条の 14の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定による都道府県知事が行う事業報告書等の閲覧事務について、都道府県のホームページ

等に掲載するなどインターネットの利用により実施することとすること。 

（※）インターネットの利用が困難な者に配慮し、インターネットの利用に加え、従前の閲覧方法を

継続することは差し支えない。 

② 閲覧者や閲覧内容の確認等にかかる事務手続については、これまでどおり都道府県の実

情に沿って適切に取り扱われたいこと。 

第３ 施行期日 

  改正省令は、令和４年４月１日から施行すること。ただし、第２の２の改正については令和

５年４月１日から施行すること。 

第４ 関係通知の改正 

  改正省令の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行うこと。 
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要望項目８（国／県） 電気料金・ガス料金の値上げによる病院経営への影響について 

ＮＨＫホームページから転載 2022年 3月 30日 19時 18分 

5月分の電気代 ガス代も値上がり 電気代は過去 5年間で最高水準 
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令和 4年 3月 18日 

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿 

公益社団法人日本医師会 

会長 中川 俊男 

四病院団体協議会 

一般社団法人日本病院会 

 会長 相澤 孝夫 

公益社団法人全日本病院協会 

 会長 猪口 雄二 

一般社団法人日本医療法人協会 

 会長 加納 繁照 

公益社団法人日本精神科病院協会 

 会長 山崎   學 

全国有床診療所連絡協議会 

  会長 齋藤 義郎 

医師の働き方改革に関する要望書 

医師の働き方改革の大きな課題のひとつとして、医療機関では医師の「宿日直許可」（労

働時間の適用除外）を取得できないという声が現場から上がっております。 

医師の宿日直には、一般業種とは異なり、①救急外来、入院患者対応といった気を張り

詰めた業務が一定程度発生する、②宿日直中であっても、応招義務があるため対応しなけ

ればならない、③多くの医療機関が自院の医師だけでは対応できず大学病院からの応援に

依存している、という特殊性があります。医師と看護師は異なる働き方をしているため、

医師の許可基準は看護師と切り分けた取扱いが必要です。令和元年に発出された医師・看

護師等の宿日直に関する通知は必ずしもうまく機能しておらず、医師においては許可の取

得が困難となっています。 

現状の許可基準のままで、罰則付きの時間外労働の上限規制、勤務間インターバル規

制、連続勤務時間制限が導入されると、下記の事象が全国で起こることが懸念されます

（既にこうした動きが現実に起こっているという声も届いています）。 

・上限規制を遵守するために医療提供体制を縮小せざるを得なくなる。

・大学病院からの応援で成り立っている地方の医療機関では、宿日直許可が取れない

ために、通算の上限時間超過を懸念する大学病院から医師を引き上げられ、医療提

供体制を縮小せざるを得なくなる。

・上限規制により大学から他の医療機関への応援が制限されると、副業・兼業先から

の収入が得られなくなった大学病院の医師が離職して処遇のよい一般病院に移る動

きが起こる。これにより、大学病院の診療、研究、教育の質の確保が困難となる。

・これらがどの地域・診療科・医療機関・大学でどの程度起こるか予想できない。

要望項目９（国）　医師の働き方改革の課題（宿日直許可基準）について
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医療界は２年以上に渡って全国で新型コロナウイルス対応に注力しています。まだ続く

コロナへの対応と働き方改革への準備という極めて大きな２つの課題に同時に取り組むこ

とを現場に求めるのは、現実的には非常に厳しいと思料いたします。 

宿日直許可基準については、これまでも検討を申し入れておりましたが、医師独自の宿

日直基準を策定していただくこと等、改めて、下記のとおり要望いたします。 

記 

1.宿日直許可自体の判断基準

(1)各々の医師について、宿直時の睡眠時間が十分でない日（例えば、睡眠時間が６時間

程度に満たない日）が月に 5日以内であれば宿日直許可を認めていただきたい。

(2)宿日直中に救急等の業務が発生する場合でも、その業務時間が平日の業務時間と比べ

て一定程度の割合に収まっている場合であれば、宿日直許可を認めていただきたい。

(3)特にローリスクな分娩が主となる産科医療機関においては、分娩数にかかわらず、宿

日直許可を認めていただきたい。ハイリスクな分娩を扱う産科医療機関においては、宿

日直中の分娩等の対応が月 8〜12件程度であれば宿日直許可を認めていただきたい。

2.宿日直許可の回数等

(1)医師の健康に配慮しつつ、地域医療提供体制を維持するために、医療機関における各

医師の宿日直について、宿直を月 8 回、日直を月４回まで許可を認めていただきたい。 

(2)上記の宿日直回数については、他の医療機関に宿日直の応援に行く医師の場合、派遣

元と応援先の宿日直回数をそれぞれ分けて取り扱うこととしていただきたい。

(3)各々の医師の連日の宿日直について許可を認めていただきたい。

3.行政の対応

  医師独自の宿日直許可基準を明確化し、対応の統一を図っていただくとともに、実態に

合わない判断が出された場合、厚生労働省に相談できる窓口を設置することをお願いした

い。 

4.罰則規定の取扱い

  許可基準を見直したとしても、現状では、全国の医療機関が新型コロナウイルス対応に

全力であたっており、働き方改革に取り組める状況にないことから、時間外労働の上限規

制の罰則適用を数年猶予いただくようお願いしたい。 

以上 
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1 

基 発 0 7 0 1 第 ８ 号 

令和元年７月１日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

（公 印 省 略） 

医師、看護師等の宿日直許可基準について 

医師、看護師等（以下「医師等」という。）の宿日直勤務については、一般

の宿日直の場合と同様に、それが通常の労働の継続延長である場合には宿日

直として許可すべきものでないことは、昭和22年９月13日付け発基第17号通

達に示されているところであるが、医師等の宿日直についてはその特性に鑑

み、許可基準の細目を次のとおり定める。 

なお、医療法（昭和23年法律第205号）第16条には「医業を行う病院の管理

者は、病院に医師を宿直させなければならない」と規定されているが、その

宿直中の勤務の実態が次に該当すると認められるものについてのみ労働基準

法施行規則（昭和22年厚生省令第23号。以下「規則」という。）第23条の許

可を与えるようにされたい。 

本通達をもって、昭和24年３月22日付け基発第352号「医師、看護婦等の宿

直勤務について」は廃止するため、了知の上、取扱いに遺漏なきを期された

い。 

記 

１ 医師等の宿日直勤務については、次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、

宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、規則第23

条の許可（以下「宿日直の許可」という。）を与えるよう取り扱うこと。 

⑴ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。す

なわち、通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している

間は、通常の勤務時間の拘束から解放されたとはいえないことから、そ

の間の勤務については、宿日直の許可の対象とはならないものであるこ
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と。 

⑵ 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置

を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。例えば、次に掲げ

る業務等をいい、下記２に掲げるような通常の勤務時間と同態様の業務

は含まれないこと。

・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等に

よる診察等（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する指

示、確認を行うこと

・ 医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例えば非

輪番日であるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ

患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等

に対する指示、確認を行うこと

・ 看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例え

ば非輪番日であるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかり

つけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に

対する報告を行うこと

・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、

少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

⑶ 上記⑴、⑵以外に、一般の宿日直の許可の際の条件を満たしているこ

と。

２ 上記１によって宿日直の許可が与えられた場合において、宿日直中に、

通常の勤務時間と同態様の業務に従事すること（医師が突発的な事故によ

る応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等に対応すること、又は看

護師等が医師にあらかじめ指示された処置を行うこと等）が稀にあったと

きについては、一般的にみて、常態としてほとんど労働することがない勤

務であり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである限

り、宿日直の許可を取り消す必要はないこと。また、当該通常の勤務時間

と同態様の業務に従事する時間について労働基準法（昭和22年法律第49号。

以下「法」という。）第33条又は第36条第１項による時間外労働の手続が

とられ、法第37条の割増賃金が支払われるよう取り扱うこと。 

したがって、宿日直に対応する医師等の数について、宿日直の際に担当

する患者数との関係又は当該病院等に夜間・休日に来院する急病患者の発

生率との関係等からみて、上記のように通常の勤務時間と同態様の業務に

従事することが常態であると判断されるものについては、宿日直の許可を

与えることはできないものであること。 

３ 宿日直の許可は、一つの病院、診療所等において、所属診療科、職種、
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時間帯、業務の種類等を限って与えることができるものであること。例え

ば、医師以外のみ、医師について深夜の時間帯のみといった許可のほか、

上記１⑵の例示に関して、外来患者の対応業務については許可基準に該当

しないが、病棟宿日直業務については許可基準に該当するような場合につ

いては、病棟宿日直業務のみに限定して許可を与えることも可能であるこ

と。  

４ 小規模の病院、診療所等においては、医師等が、そこに住み込んでいる

場合があるが、この場合にはこれを宿日直として取り扱う必要はないこと。 

 ただし、この場合であっても、上記２に掲げるような通常の勤務時間と

同態様の業務に従事するときには、法第33条又は第36条第１項による時間

外労働の手続が必要であり、法第37条の割増賃金を支払わなければならな

いことはいうまでもないこと。 
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要望項目１０（国）
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用することも可能である。 

※ 現在、地域の協議の場において外来医療計画に係る協議が行われているが、多くの

地域で地域医療構想調整会議が活用されている。 

３－３ 協議の進め方 

○ 外来医療においては、医療資源や医療ニーズの状況等が地域によって異な

っているため、紹介受診重点医療機関の取りまとめに当たっては、医療機関

の特性や地域性を考慮する必要があり、医療資源を重点的に活用する外来に

関する基準を参考にし、当該医療機関の意向に基づき、地域の協議の場で確

認することにより、地域の実情を踏まえる仕組みとする。 

○ 協議は、以下のとおり進めること。

（１） 紹介受診重点医療機関の協議については、外来機能報告から整理さ

れた、医療機関ごとの紹介受診重点医療機関となる意向の有無、医療資

源を重点的に活用する外来に関する基準の適合状況、外来医療の実施状

況、紹介・逆紹介の状況等を踏まえて議論する。紹介受診重点医療機関

の取りまとめにおいては、当該医療機関の意向が第一となる。その上で、

協議に当たっては、当該地域の医療提供体制のあり方として望ましい方

向性について、関係者間で十分に協議しつつ、取りまとめに向けた摺り

合わせを行うこと。 

・ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準の具体的な水準は、 

 初診基準（初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外

来（※）」の件数の占める割合）：40％以上

かつ 

 再診基準（再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外

来（※）」の件数の占める割合）： 25％以上

とする。 

（※）医療資源を重点的に活用する外来は、P.3の①～③のいずれかに該当する件

数。 

・ また、参考にする紹介率及び逆紹介率は、地域医療支援病院の定義

を用いることとし、具体的な水準は、紹介率 50％以上かつ逆紹介率

40％以上とする。 

（注） 紹介率は、「紹介患者の数」を「初診患者の数」で除して算出し、逆紹介

率は、「逆紹介患者の数」を「初診患者の数」で除して算出する。 

外来機能報告等に関するガイドライン 令和4年3月16日　P7、P8 抜粋

要望項目11（県）　紹介受診重点医療機関の協議
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（２） 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たした医療機関

であって、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する場合は、特

別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。 

（３） 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が

合致しない医療機関については、当該地域の地域性や当該医療機関の特

性等を考慮して協議を行う。具体的には、 

・ 地域の協議の場（１回目）で医療機関の意向と異なる結論となった

場合は、当該医療機関において、地域の協議の場での議論を踏まえて

再度検討を行い、当該医療機関の再度検討した意向を踏まえ、地域の

協議の場（２回目）での協議を再度実施する。 

・ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が

合致しない医療機関のうち、医療資源を重点的に活用する外来に関す

る基準を満たさない医療機関であって、紹介受診重点医療機関となる

意向を有する医療機関については、地域の協議の場において、医療資

源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・逆紹介率

等を活用して協議を行う。 

・ また、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たす医療

機関であって、紹介受診重点医療機関となる意向を有しない医療機関

については、当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当

該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の

趣旨等について説明し、２回目の協議に向けて改めて意向を確認する

こと。 

・ 地域の協議の場の協議の進め方については、状況に応じて持ち回り

とする、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能とする。 

○ 医療機関の意向と地域の協議の場での結論が最終的に一致したものに限

り、紹介受診重点医療機関とし、都道府県において、協議結果を取りまとめ

て公表すること。 

○ 令和４年 10 月１日以降は、紹介受診重点医療機関のうち、一般病床 200

床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる

こととされている。この定額負担においては、定額負担の徴収を認められな

い患者（注１）及び徴収を求めないことができる患者（注２）が定められてい

る。地域の協議の場においては、こうした除外要件も踏まえつつ、地域に他

に当該診療科を標榜する保険医療機関がない場合など、患者がまずは地域の
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キャリア形成プログラムに基づく地域枠医師の配置について

１ 趣旨・背景 

○ 平成29年２月14日付け国通知「地域医療介護総合確保基金を活用した医師修学資金

貸与事業の取扱いについて」により、原則として産科等医師修学資金貸与医師、地域

医療医師修学資金貸与医師及び横浜市立大学地域医療枠医師（以下、「地域枠医師」）

に個人別のキャリア形成プログラムを策定し、適用することが必要となった。 

＜キャリア形成プログラム＞ 

 地域における医師不足や地域偏在の解消と、専門医の取得といった医師能力の開発・向上を 

目的として、診療科別に義務年限中の就業先となる医療機関等を選択肢として、都道府県が 

主体として策定した医師就業に係るプログラム 

２ 検討事項 

○ 地域枠医師に対し、策定したキャリア形成プログラムを適用することとなったため、

配置に向けての基本的枠組みを整理する。 

３ 配置の基本的枠組み 

（1）現行

＜修学資金貸与医師＞ 

義務年限外 義務年限 

１～２年目 ３～５年目 ６～１１年目 

臨床研修 

初期臨床研修病院 

※30年度入学者から

県内での履修が必須 

専門研修 

県内の基幹施設 

※期間は研修プログラム

で必要としている期間 

地域医療実践 

県内で医師が不足している地域の病院等 

※大枠のイメージのみで細かな規定なし

＜横浜市立大学地域医療枠医師＞ 

義務年限 

１～２年目 ３～５年目 ６～９年目 

臨床研修 

初期臨床研修病院 

専門研修 

県内の基幹施設 

※期間は研修プログラム

で必要としている期間 

地域医療実践 

県内で医師が不足している地域の病院等 

※大枠のイメージのみで細かな規定なし

資料２ 参考２ 
令和元年５月16日地域医療支援

センター運営委員会報告資料

要望項目１２（県）地域枠
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（2）変更後 
 
 ＜キャリア形成プログラム加入医師＞ 
 

義務年限 

１～２年目 ３～５年目 ６～９年目 

臨床研修 

県内の初期臨床研修

病院 

※平成30年度以前の

入学者はキャリア形

成プログラムへの参

加を前提として不問 

専門研修 

県内の基幹施設 

 

※期間はプログラムで研

修に必要としている期間 

地域医療実践 

キャリア形成プログラムに搭載されている

「地域実践」医療機関 

※対象医療機関は毎年調査の上、選定 

（勤務地域は今後検討） 

                                            

 ＜具体的な配置方法イメージ＞ 
 
  ア 卒後１～２年目（臨床研修） 
 
   ・地域枠医師は県内臨床研修病院の中から希望する医療機関を選択 
 
  イ 卒後３～５年目（専門研修） 
 
   ・県内の専門研修基幹施設のプログラムを履修し、県内医療機関に配置 

   ・医師の希望により専門研修は履修せず、「地域実践」医療機関からの選択も可能 
 
  ウ 卒後６～９年目（地域実践期間） 
 
   ・派遣先医療機関の受入希望状況を把握し、派遣予定医師に情報提供 

   ・地域枠医師は派遣先医療機関リストから従事したい医療機関を選択 

   ・各地域枠医師は希望する理由を明らかにして、派遣希望配置先（優先順位をつけ

て複数）を県に回答 

   ・県では、地域枠医師の理由を踏まえ、希望を尊重し、医療対策協議会において派

遣先の承認手続きを行う 

 

（3）その他 
 
○ 専門医取得研修の取扱いや継続従事期間の算定方法等については、従前と同様に、

「修学資金貸与医師の県内医療機関への配置方針」に基づき、配置する。 
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